
第4章 水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、
大気環境の保全に関する取組

	 第1節	 健全な水循環の維持・回復

θ	1	 流域における取組

（1）流域マネジメントの推進等
水循環基本計画（2015年7月閣議決定）に基づき「流域マネジメント」の推進を図るため、2019年

度には、流域マネジメントの取組の鍵となるポイントについて具体事例を用いて紹介した「流域マネジ
メントの事例集」を取りまとめ、公表し、全国に展開しました。また、水循環に関する取組をより広が
りのある活動とするため「水循環セミナー」を開催し、流域マネジメントの更なる推進に向けて水循環
に関する施策の最新動向や先進的な取組を広く共有しました。

（2）環境保全上健全な水循環の確保
水循環基本法（平成26年法律第16号）の施行を受け、広く国民に向けた情報発信等を目的とした官
民連携プロジェクト「ウォータープロジェクト」の取組として、水循環の維持又は回復に関する取組と
情報発信を促進しました。
流域別下水道整備総合計画等の水質保全に資する計画の策定の推進に加え、下水道法施行令等の規定

や、下水処理水の再利用の際の水質基準等マニュアルに基づき、適切な下水処理水等の有効利用を進め
るとともに、雨水の貯留浸透や再利用を推進しました。また、汚濁の著しい河川等における水質浄化等
を推進しました。

θ	2	 森林、農村等における取組

第2章第3節を参照。

θ	3	 水環境に親しむ基盤づくり

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化するため、地域の景観、歴
史、文化及び観光基盤等の資源や地域の創意に富んだ知恵を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民
と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す「かわまちづくり」
を推進しました。
関係機関の協力の下、全国水生生物調査（水生生物による水質調査）を実施しました。また、約730

の市民団体等により全国の約6,900地点で実施された「第15回身近な水環境の全国一斉調査」の支援
に加え、住民との協働による河川水質調査を実施しました。
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	 第2節	 水環境の保全

θ	1	 環境基準の設定、排水管理の実施等

（1）環境基準の設定等
水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエ
チレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬等、公共用水域において27項目、地下水において28
項目が設定されています。要監視項目（公共用水域26項目、地下水24項目）など、環境基準以外の項
目について、水質測定や知見の集積を行いました。
生活環境項目については、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、全窒素、全

りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的等から水域ごとに環境基準の類型指定を行っていま
す。2016年3月に生活環境項目に追加された底層溶存酸素量（以下「底層DO」という。）については、
国が類型指定を行うこととされている水域について、類型指定に向けた検討を行いました。

（2）水環境の効率的・効果的な監視等の推進
水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国及び地方公共団体は環境基準に設定されて
いる項目について、公共用水域及び地下水の水質の常時監視を行っています。また、要監視項目につい
ても、都道府県等の地域の実情に応じ、公共用水域等において水質測定が行われています。
水質汚濁防止法が2013年に改正されたことを受けて、我が国は2014年度から全国の公共用水域及

び地下水、それぞれ110地点において、放射性物質の常時監視を実施しています。モニタリング結果
は、関係機関が実施している放射性物質モニタリングのうち、本常時監視の目的に合致するものの結果
と併せて、専門家による評価を経て公表しました。
2018年度の全国47都道府県の公共用水域、地下水の各110地点における放射性物質のモニタリン

グの結果では、水質及び底質における全β放射能及び検出されたγ線放出核種は、過去の測定値の傾向
の範囲内でした。

（3）公共用水域の水質汚濁
ア　健康項目
水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）については、2018

年度の公共用水域における環境基準達成率が99.1％（2017年度は99.2％）となりました。

イ　生活環境項目
生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）のうち、有機汚濁の代表的な水質指標である

BOD又はCODの環境基準の達成率は、2018年度は89.6％（2017年度89.0％）となっています。水
域別では、河川94.6％（同94.0％）、湖沼54.3％（同53.2％）、海域79.2％（同78.6％）となり、湖
沼では依然として達成率が低くなっています（図4-2-1）。
閉鎖性海域の海域別のCODの環境基準達成率は、2018年度は、東京湾は63.2％、伊勢湾は

50.0％、大阪湾は66.7％、大阪湾を除く瀬戸内海は72.3％となっています（図4-2-2）。
全窒素及び全りんの環境基準の達成率は、2018年度は湖沼48.8％（同47.9％）、海域92.1％（同

90.7％）となり、湖沼では依然として低い水準で推移しています。閉鎖性海域の海域別の全窒素及び
全りんの環境基準達成率は、2018年度は東京湾は100％（6水域中6水域）、伊勢湾は85.7％（7水域
中6水域）、大阪湾は100％（3水域中3水域）、大阪湾を除く瀬戸内海は96.5％（57水域中55水域）
となっています。
2018年の赤潮の発生状況は、東京湾29件、伊勢湾30件、瀬戸内海82件、有明海33件となってい
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ます。また、これらの海域では貧酸素水塊や青潮の発生も見られました。

	 図4-2-1	 公共用水域の環境基準（BOD又はCOD）達成率の推移

資料：環境省「平成30年度公共用水域水質測定結果」
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	 図4-2-2	 広域的な閉鎖性海域の環境基準（COD）達成率の推移

資料：環境省「平成30年度公共用水域水質測定結果」
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（4）地下水質の汚濁
2018年度の地下水質の概況調査の結果では、調査対象井戸（3,206本）の5.5％（181本）において

環境基準を超過する項目が見られました。調査項目別に見ると、過剰施肥、不適正な家畜排せつ物管理
及び生活排水処理等が原因と見られる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が2.9％と最も高
くなっています。さらに、汚染源が主に事業場であるトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物
（VOC）についても、依然として新たな汚染が発見されています。また、汚染井戸の監視等を行う継
続監視調査の結果では、4,236本の調査井戸のうち1,849本において環境基準を超過していました（図
4-2-3、図4-2-4、図4-2-5）。
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	 図4-2-3	 2018年度地下水質測定結果
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資料：環境省「平成30年度地下水質測定結果」
赤字：環境基準 青字：環境基準超過率

項目
（環境基準） 継続監視調査数（うち、超過数）

概況調査数（うち、超過数）「超過率（％）」

※棒グラフの赤色部分は環境基準の超過数を示す
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	 図4-2-4	 地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過率（概況調査）の推移
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注1：超過数とは、測定当時の基準を超過した井戸の数であり、超過率とは、調査数に対する超過数の割合である。
2：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素は、1999年に環境基準に追加された。
3：このグラフは環境基準超過本数が比較的多かった項目のみ対象としている。

資料：環境省「平成30年度地下水質測定結果」
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	 図4-2-5	 地下水の水質汚濁に係る環境基準の超過本数（継続監視調査）の推移

注1：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素は、1999年に環境基準に追加された。
　2：このグラフは環境基準超過井戸本数が比較的多かった項目のみ対象としている。
資料：環境省「平成30年度地下水質測定結果」
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（5）排水規制の実施
公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法により特定事業場から公共用水域に排出される水

については、全国一律の排水基準が設定されていますが、環境基準の達成のため、都道府県条例におい
てより厳しい上乗せ基準の設定が可能であり、全ての都道府県において上乗せ排水基準が設定されてい
ます。
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等並びにカドミウムについては、一律排水基準を直ちに達成させるこ

とが困難であるとの理由により、これまで暫定排水基準が適用されていた業種の排水基準値について、
それぞれ見直しの検討を行い、ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等については2019年7月から、カドミ
ウムについては2019年12月から、新たな暫定排水基準が適用されました。

θ	2	 湖沼

湖沼については、富栄養化対策として、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実
施しており、水質汚濁防止法の規制のみでは水質保全が十分でない湖沼については、湖沼水質保全特別
措置法（昭和59年法律第61号）に基づき、環境基準の確保の緊要な湖沼を指定するとともに、湖沼水
質保全計画を策定し（図4-2-6）、下水道整備、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に
対する規制等の措置等を推進しています。また、湖沼の底層DOと沿岸透明度の改善等の対策手法に関
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する検討を行いました。
琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図ることなどを目的とする琵琶湖の保全及び再生

に関する法律（平成27年法律第75号）に基づき主務大臣が定めた琵琶湖の保全及び再生に関する基本
方針及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏まえ、関係機関と連携して琵琶
湖保全再生施策の推進に関する各種取組が行われています。

	 図4-2-6	 湖沼水質保全計画策定状況一覧（2019年度現在）

資料：環境省

計 画 時 期 （年度）
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貯 水 池

中 海
宍 道 湖

野 尻 湖

八 郎 湖

印 旛 沼
手 賀 沼
琵 琶 湖
児 島 湖
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θ	3	 閉鎖性海域

（1）栄養塩類の適正管理
閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域として、全国で88の閉鎖性海域を対象に、水質汚濁防止

法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しています。
下水道終末処理場からの放流水に含まれる窒素・りんの削減目標量及び削減方法を定めた流域別下水

道整備総合計画に基づき下水道の整備を推進するとともに、必要に応じて、窒素やりんの能動的管理に
関する取組を進めました。

（2）水質総量削減
人口、産業等が集中した広域
的な閉鎖性海域である東京湾、
伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、
COD、窒素含有量及びりん含
有量を対象項目として、当該海
域に流入する総量の削減を図る
水質総量削減を実施していま
す。具体的には、2016年に策
定した第8次となる総量削減基
本方針に基づき、一定規模以上
の工場・事業場から排出される
汚濁負荷量について、都府県知
事が定める総量規制基準の遵守指導による産業排水対策を行うとともに、地域の実情に応じ、下水道、
浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の整備等による生活排水対策、合流式下水道の
改善、その他の対策を引き続き推進しました。
これまでの取組の結果、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少し、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾

	 図4-2-7	 広域的な閉鎖性海域における環境基準達成率の推移	
（全窒素・全りん）

資料：環境省「平成30年度公共用水域水質測定結果」
（年）

0

20

40

60

80

100

環
境
基
準
達
成
率
（
％
）

19971995 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

海域：92.1%　　　　　　　　　　　　  　東京湾：100%
伊勢湾（三河湾を含む）：85.7%　　　　　大阪湾：100%
瀬戸内海（大阪湾を除く）：96.5%　　　　有明海：40%
八代海：75%

2018年度

254

第

4
章

令和元年度 >> 第2部 >> 第4章　水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組

R2_環境白書_2部-04章.indd   254 2020/05/01   18:50:53



向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は海域ごとに異なり（図4-2-7）、赤潮や貧
酸素水塊といった問題が依然として発生しています。また、「きれいで豊かな海」を目指す観点から、
干潟・藻場の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保等の総合的な水環境改善対策の必要
性が指摘されています。

（3）瀬戸内海の環境保全
瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）に基づき、瀬戸内海の有する多面的な価値

及び機能が最大限に発揮された「豊かな海」を目指し、湾・灘ごとの水環境の変化状況等の分析、藻
場・干潟分布状況調査、気候変動による影響把握及び適応策の検討、水環境等と水産資源等の関係に係
る調査・検討を進めています。
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、瀬戸内海における埋立て等については、海域環境、自然環境

及び水産資源保全上の見地等から特別な配慮を求めています。同法施行以降、2019年11月1日までの
間に埋立ての免許又は承認がなされた公有水面は、4,983件、13,683.5ha（うち2018年11月2日以
降の一年間に7件、5.4ha）になります。
2019年6月、水環境や水産資源等の様々な課題解決に向けた方策等を検討するため、中央環境審議

会に「瀬戸内海における今後の環境保全の方策の在り方について」を諮問し、2020年3月に同審議会
により答申がなされました。

（4）有明海及び八代海等の環境の保全及び改善
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律（平成14年法律第120号）に基づき設
置された有明海・八代海等総合調査評価委員会が2017年3月に取りまとめた報告を踏まえ、2018年9
月に主務大臣が変更した有明海及び八代海等の再生に関する基本方針に基づく再生のための施策を推進
するとともに、赤潮・貧酸素水塊の発生や底質環境、魚類等の生態系回復、藻場・干潟等の分布状況に
関する調査等を実施しました。

（5）里海づくりの推進
里海づくりの手引書や全国の里海づくり活動の取組状況等について、ウェブサイト「里海ネット」で
情報発信を行っています。また、2018年度に実施した里海づくり活動状況調査の結果を取りまとめ、
公表しました。

θ	4	 汚水処理施設の整備

汚水処理施設整備については、現在、2014年1月に国土交通省、農林水産省、環境省の3省で取り
まとめた「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を参考に、都道府県
において、早期に汚水処理施設の整備を概成することを目指し、また中長期的には汚水処理施設の改
築・更新等の運営管理の観点で、汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」の見直しが
進められています。2018年度末で汚水処理人口普及率は91.4％となりましたが、残り約1,100万人の
未普及人口の解消に向け（図4-2-8）、「都道府県構想」に基づき、浄化槽、下水道、農業等集落排水施
設、コミュニティ・プラント等の各種汚水処理施設の整備を推進しています。
浄化槽については、「循環型社会形成推進地域計画」等に基づく市町村の浄化槽整備事業に対する国

庫助成により、整備を推進しました。特に、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配
管工事部分についても浄化槽整備と併せて助成対象範囲とするとともに、省エネ型浄化槽の導入と単独
処理浄化槽の転換等を併せて促進する市町村の浄化槽整備事業に対しては、助成率を引き上げるなど、
浄化槽整備事業に対する一層の支援を行っています。2017年度においては、全国約1,700の市町村の
うち約1,400の市町村で浄化槽の整備が進められました。
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また今般、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽へ
の転換と浄化槽の管理の向上について、議員立法
により浄化槽法の一部を改正する法律（令和元年
法律第40号。以下「改正浄化槽法」という。）
が、2019年6月に成立・公布され、2020年4月
に施行されました。
改正浄化槽法において、緊急性の高い単独処理

浄化槽の合併処理浄化槽への転換に関する措置、
浄化槽処理促進区域の指定、公共浄化槽の設置に
関する手続、浄化槽の使用の休止手続、浄化槽台
帳の整備の義務付け、協議会の設置、浄化槽管理
士に対する研修の機会の確保、環境大臣の責務に
関する仕組みが新たに創設されており、2019年
度においては改正浄化槽法の施行に向けた各種検
討及び法令の整備を行いました。
下水道整備については、「社会資本整備重点計

画」に基づき、人口が集中している地区等の整備
効果の高い区域において重点的下水道整備を行う
とともに、閉鎖性水域における水質保全のため、
既存施設の一部改造や運転管理の工夫による段階
的な高度処理も含め、下水道における高度処理を推進しました。
合流式下水道については、合流式下水道緊急改善事業等を活用し、緊急的・総合的に合流式下水道の

改善を推進しました。
下水道の未普及対策や改築対策として、「下水道クイックプロジェクト」を実施し、従来の技術基準

に捉われず地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備及び改築が可能な新たな手法の積極的
導入を推進しており、施工が完了した地域では大幅なコスト縮減や工期短縮等の効果を実現しました。
農業集落排水事業については、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の

整備又は改築を243地区で実施するとともに、既存施設について、長寿命化や老朽化対策を適時・適
切に進めるための地方公共団体による機能診断等の取組を支援しました。
水質汚濁防止法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重

点地域の指定を行っています。2019年3月末時点で、41都府県、209地域、333市町村が指定されて
おり、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。

θ	5	 地下水

水質汚濁防止法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透制限、事故時の措置、汚
染された地下水の浄化等の措置が取られています（図4-2-9）。また、2011年6月に水質汚濁防止法が
改正され、地下水汚染の未然防止を図るための制度が創設されました。改正後の水質汚濁防止法におい
ては、届出義務の対象となる施設の拡大、施設の構造等に関する基準の遵守義務、定期点検の義務等に
関する規定が新たに設けられました。制度の円滑な施行のため、構造等に関する基準及び定期点検につ
いてのマニュアルや、対象施設からの有害物質を含む水の地下浸透の有無を確認できる検知技術につい
ての事例集等を作成・周知し、地下水汚染の未然防止施策を推進しました。
環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、過剰施

肥、不適正な家畜排せつ物管理及び生活排水処理等が主な汚染原因であると見られることから、地下水
保全のための硝酸性窒素等地域総合対策の推進のため、地域における取組の支援を行うとともに、負荷

	 図4-2-8	 汚水処理人口普及率の推移

注1：2010年度は、岩手県、宮城県、福島県の3県において、東日本大震
災の影響により調査不能な市町村があるため、3県を除いた集計デー
タを用いている。

２：2011年度は、岩手県、福島県の2県において、東日本大震災の影響
により調査不能な市町村があるため、2県を除いた集計データを用いて
いる。

３：2012年度～2014年度は、福島県において、東日本大震災の影響に
より調査不能な市町村があるため、福島県を除いた集計データを用い
ている。

４：2015年度～2018年度は、福島県において、東日本大震災の影響に
より調査不能な市町村があるため、当該市町村を除いた集計データを
用いている。

資料：環境省、農林水産省、国土交通省資料により環境省作成
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低減対策の促進方策について調査・検討を行いました。

	 図4-2-9	 水質汚濁防止法における地下水の規制等の概要
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	 第3節	 アジアにおける水環境保全の推進

θ	1	 アジア水環境パートナーシップ（WEPA）

2020年2月にタイにおいて第15回年次会合及び国際ワークショップを開催し、各国の規制の遵守に
関する課題の解決に向けて、意見交換を行いました。

θ	2	 アジア水環境改善モデル事業

我が国企業による海外での事業展開を通じ、アジア等の水環境の改善を図ることを目的に、2011年
度からアジア水環境改善モデル事業を実施しています。2019年度は、過年度に実施可能性調査を実施
した5件（インドネシア3件、ベトナム1件、フィジー1件）の現地実証試験を実施したほか、新たに
公募により選定された民間事業者が、マレーシアの「コタキナバル市Likas湾汚濁改善緊急対策パイ
ロット事業」、「パームオイル工場廃水処理事業」、インドネシアの「バリ州における液膜曝気システム
とIoT監視センサー導入による生活排水の適正管理事業」、ベトナムの「繊維担体を用いた多段式生物
処理によるハロン湾水質改善事業」の事業の実施可能性調査を実施しました。
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	 第4節	 土壌環境の保全

θ	1	 土壌環境の現状

土壌汚染については、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）に基づき、有害物質使用特定施設の
使用の廃止時、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事
等が認めるときのほか、自主的にも土壌汚染状況調査が行われています。さらには、土壌汚染対策法に
は基づかないものの、売却の際や環境管理等の一環として自主的な汚染調査が行われています。
都道府県等が把握している調査結果では、2018年度に土壌の汚染に係る環境基準（以下「土壌環境

基準」という。）又は土壌汚染対策法の土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事
例は2,362件となっており、都道府県等の条例や同法に基づき必要な対策が講じられています（図
4-4-1）。なお、事例を有害物質の項目別で見ると、ふっ素、鉛、砒

ひ
素等による汚染が多く見られます。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号）に定める特定有害物質（カドミ
ウム、銅及び砒

ひ
素）による農用地の土壌汚染の実態を把握するため、汚染のおそれのある地域を対象に

細密調査が実施されており、2018年度は5地域79.1haにおいて調査が実施されました。これまでに
基準値以上の特定有害物質（カドミウム、銅及び砒

ひ
素）が検出された、又は検出されるおそれが著しい

地域（以下「基準値以上検出等地域」という。）は、2018年度末時点で累計134地域7,592haとなっ
ており、同法に基づく対策等が講じられています。
ダイオキシン類については第5章第1節4を参照。

	 図4-4-1	 年度別の土壌汚染判明事例件数

資料：環境省「平成30年度　土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染状況調査・対策事例等に関する調査結果」
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θ	2	 環境基準等の見直し

土壌環境基準については、土壌環境機能のうち、地下水等の摂取に係る健康影響を防止する観点と、
食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在
29項目について設定されています。
2018年度には、中央環境審議会において1,2-ジクロロエチレンの環境基準及び土壌溶出量基準等に

ついて審議が行われ、2018年6月に、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有
害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について（第3次答申）」が答申されました。この答
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申を踏まえた1,2-ジクロロエチレンの環境基準及び土壌溶出量基準等の改正に係る政省令等は、2019
年4月に施行されました。

θ	3	 市街地等の土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づき、2018年度には、有害物質使用特定施設が廃止された土地の調査243件、
一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認め実施さ
れた調査460件、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査0件、自主調査348件の
合計1,051件行われ、同法施行以降の調査件数は、2018年度までに8,370件となりました。調査の結
果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超過しており、かつ土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が
生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な地域（以下「要措置区域」という。）として、
2018年度末までに660件指定されています（660件のうち426件は解除）。また、土壌溶出量基準又
は土壌含有量基準を超過したものの、土壌汚染の摂取経路がなく、汚染の除去等の措置が不要な地域
（形質変更時要届出区域）として、3,561件指定されています（3,561件のうち1,329件は解除）（図
4-4-2）。
要措置区域においては、都道府県知事が汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示することとされて

おり、形質変更時要届出区域においては、土地の形質の変更を行う場合には、都道府県知事への届出が
行われることとされています。また、汚染土壌を搬出する場合には、都道府県等へ届出が行われた上
で、汚染土壌処理施設への搬出が行われることとされており、これらにより、汚染された土地や土壌の
適切な管理がなされるよう推進しました。
土壌汚染対策法に基づく土壌汚染の調査を適確に実施するため、調査を実施する機関は環境大臣又は

都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、2020年3月末時点で721件がこの指定を受けていま
す。また、指定調査機関には、技術管理者の設置が義務付けられており、その資格取得のための土壌汚
染調査技術管理者試験を2019年11月に実施しました。そのほか、低コスト・低負荷型の調査・対策
技術の普及を促進するための実証試験等を行いました。
土壌汚染対策法は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染対策法の一部を改

正する法律（平成29年法律第33号）により改正され、改正土壌汚染対策法が2019年4月1日に全面
施行されました。改正土壌汚染対策法の着実な施行のため、2019年度は都道府県等を対象とした説明
会を実施するなど、普及・啓発を行いました。

	 図4-4-2	 土壌汚染対策法の施行状況

資料：環境省「平成30年度 土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果」
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θ	4	 農用地の土壌汚染対策

農用地の土壌汚染対策は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づいて実施されています。基
準値以上検出等地域の累計面積のうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は2018年度末時点
で6,609ha、対策事業等（県単独事業、転用を含む）が完了している地域の面積は7,111haであり、
基準値以上検出等地域の面積の93.7％になります。

	 第5節	 地盤環境の保全

地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘性土層が収縮するために生じます。
2018年度に地盤沈下観測のための水準測量が実施された22都道府県31地域の沈下の状況は、図
4-5-1のとおりでした。
2018年度に地盤沈下の経年変化は図4-5-2に示すとおりであり、2018年度までに地盤沈下が認めら

れている地域は39都道府県64地域となっています。かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪
市、名古屋市等では、地下水採取規制等の結果、長期的には地盤沈下は沈静化の傾向をたどっていま
す。しかし、消融雪地下水採取地、水溶性天然ガス溶存地下水採取地など、一部地域では依然として地
盤沈下が発生しています。
長年継続した地盤沈下により、建造物、治水施設、港湾施設、農地等に被害が生じた地域も多く、海

抜ゼロメートル地域等では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくありませ
ん。
地盤沈下の防止のため、工業用水法（昭和31年法律第146号）及び建築物用地下水の採取の規制に

関する法律（昭和37年法律第100号）に基づく地下水採取規制の適切な運用を図りました。
雨水浸透ますの設置など、地下水涵

かん
養の促進等による健全な水循環の確保に資する事業に対して補助

を実施しました。
濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止の施策の円滑な実施

を図るため、協議会において情報交換を行うとともに、地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡
会議を2020年2月に開催し、今後も地下水採取量に係る目標量を現行どおりとすることが確認されま
した。
持続可能な地下水の保全と利用の方策について調査・検討を進めました。また、全国の地盤沈下地域

の概況、地下水位の状況や地下水採取規制に関する条例等の各種情報を整理した「全国地盤環境情報
ディレクトリ」を公表しています。
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	 図4-5-1	 全国の地盤沈下の状況（2018年度）

0.58 

1.11 
1.10 

2.97 

1.33
1.10

0.97

 1.62
 

0.84 
2.22 

2.77
0.99 

 
0.71 

0.28 0.33 

1.01 

0.94 

1.70 

0.44 1.55 
1.41 

0.21 

2.63 

2.55 

0.38

0.36

0.74

0.13 

2.17 

0.28

 

 

2.03

●2018年度に地盤沈下の測定のための水準測量が実施された地域（31地域）
　数値は年間沈下量（cm/年）

●上記以外で、これまでに地盤沈下が観測された地域（33地域）

資料：環境省「平成30年度全国の地盤沈下地域の概況」

	 図4-5-2	 代表的地域の地盤沈下の経年変化

資料：環境省「平成30年度全国の地盤沈下地域の概況」
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	 第6節	 海洋環境の保全

θ	1	 海洋ごみ対策

海洋ごみ（漂流・漂着・海底ごみ）は、生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸機能の低下、景観への
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悪影響、船舶航行の障害、漁業や観光への影響等、様々な問題を引き起こしています。また、近年、マ
イクロプラスチック（5mm以下の微細なプラスチックごみ）による海洋生態系への影響が懸念されて
おり、世界的な課題となっています。これらの問題に対し、2018年6月に改正された美しく豊かな自
然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理
等の推進に関する法律（平成21年法律第82号）の改正を受け、基本方針の変更を閣議決定しました。
また、特に海洋プラスチックごみについて、海洋プラスチックごみ対策アクションプランを関係閣僚会
議で策定しました。これらに基づき、以下の海洋ごみ対策を実施しています。
海洋ごみの回収・処理や発生抑制対策の推進のため、海岸漂着物等地域対策推進事業により地方公共

団体への財政支援を行いました。さらに、異常に堆積した海岸漂着ごみや流木等が海岸保全施設の機能
を阻害することとなる場合には、その処理をするため、災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業に
よる支援も行っています。
漂流ごみについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸

内海及び有明海・八代海等の閉鎖性海域において、海域に漂流する流木等のごみの回収等を行いまし
た。また、令和元年8月の前線に伴う大雨の影響により瀬戸内海等で大量に漂流木等が発生し、船舶航
行等に支障が及ぶおそれがあったため、海洋環境整備船の広域的なネットワークや関係民間団体等との
連携により、現場海域での回収作業を実施しました。
また、2018年10月より「プラスチック・スマート」キャンペーンを立ち上げ、展開することで、

企業、団体、個人の方々による不必要なワンウェイプラスチックの排出抑制や分別回収の徹底など、
“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進しています。
海岸や沿岸、沖合海域において、マイクロプラスチックを含む海洋ごみの組成や分布密度、マイクロ
プラスチックに吸着しているポリ塩化ビフェニル（PCB）等の有害化学物質の量等を定量的に把握す
るための調査を実施しました。なお、化粧品製造業界団体においては、自主的な取組として会員企業に
対して洗い流しのスクラブ製品におけるマイクロビーズの使用中止を促すなどの取組が行われています。
G7富山環境大臣会合（2016年5月）で合意された海洋ごみに関する5つの優先的施策の一つである

マイクロプラスチックのモニタリング手法の標準化及び調和に向けた調査等を実施しました。
船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、海事関係者を対象とする講習会等を通じ、プラス

チックごみを含む船上廃棄物に関する規制等について指導を実施しました。

θ	2	 海洋汚染の防止等

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」
という。）では、ロンドン条約1996年議定書を国内担保するため、海洋投入処分及びCO2の海底下廃
棄に係る許可制度を導入し、その適切な運用を図っています。
船舶から排出されるバラスト水を適切に管理し、バラスト水を介した有害水生生物及び病原体の移動

を防止することを目的として、2004年2月に国際海事機関（IMO）において採択された船舶バラスト
水規制管理条約が2017年9月に発効し、同条約を国内担保する改正海洋汚染等防止法が2017年9月
に施行されました。同法に基づき、有害水バラスト処理設備の確認等を着実に実施しました。
中国、韓国、ロシアと我が国の4か国による北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）に基づき、当

該海域の状況を把握するため、人工衛星を利用したリモートセンシング技術による海洋環境モニタリン
グ手法に係る研究等の取組等を実施しています。
船舶によりばら積み輸送される有害液体物質等に関し、海洋汚染防止条約（MARPOL条約）附属書

Ⅱに基づき、環境大臣は有害性の査定がなされていない液体物質（未査定液体物質）について、海洋環
境保全の見地から査定を行っています。
1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約及び2000年の危険物質及び有

害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関する議定書に基づき、「油等汚染事件への準備及
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び対応のための国家的な緊急時計画」を策定しており、環境保全の観点から油等汚染事件に的確に対応
するため、「排出油等防除計画」の見直しを実施したほか、緊急措置の手引書の備付けの義務付け並び
に沿岸海域環境保全情報の整備、脆

ぜい
弱沿岸海域図の公表、関係地方公共団体等に対する傷病鳥獣の救護

及び事件発生時対応の在り方に対する研修・訓練を実施しました。

θ	3	 生物多様性の確保等

第2章第4節を参照。

θ	4	 沿岸域の総合的管理

第2章第4節を参照。閉鎖性海域に係る取組は第4章第2節3を参照。

θ	5	 気候変動・海洋酸性化への対応

海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境や海洋生態系に対する影響を的確に把握するため、海洋におけ
る観測・監視を継続的に実施しました。

θ	6	 海洋の開発・利用と環境の保全との調和

CO2の海底下廃棄に関しては、2016年3月に、苫小牧沖海底下CCS実証試験事業（経済産業省事
業）について環境大臣の許可処分を行いました。同事業の適正な実施のため、2011年度から、実証試
験海域における海洋生態系及び海水の化学的性状について調査し、その結果を当該許可に当たっての審
査に活用しました。

θ	7	 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

日本周辺の海洋環境の経年的変化を捉え、総合的な評価を行うため、水質、底質等の海洋環境モニタ
リング調査を実施しています。2018年度は、陸域起源の汚染を対象とした調査を東京湾から沖合の海
域で実施した結果、一部の項目で過年度調査結果より高い値が検出されましたが、全体としては、過年
度調査結果とおおむね同程度又は低い値でした。今後も引き続き定期的な監視を行い、汚染の状況に大
きな変化がないか把握していくこととします。
最近5か年（2015年～2019年）の日本周辺海域における海洋汚染（油、廃棄物等）の発生確認件数

の推移は図4-6-1のとおりです。2019年は432件と2018年に比べ18件増加しました。これを汚染物
質別に見ると、油による汚染が275件で前年に比べ8件減少、廃棄物による汚染が144件で前年に比
べ31件増加、有害液体物質による汚染が3件で前年に比べ2件減少、その他（工場排水等）による汚
染が10件で前年に比べ3件減少しました。
東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポス

ト（自動連続観測装置）により、水質の連続観測を行いました。
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	 図4-6-1	 海洋汚染の発生確認件数の推移
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θ	8	 監視取締りの現状

海上環境事犯の一掃を図るため、沿岸調査や情報収集の強化、巡視船艇・航空機の効果的な運用等に
より、日本周辺海域及び沿岸の監視取締りを行っています。また、潜在化している廃棄物・廃船の不法
投棄事犯や船舶からの油不法排出事犯など、悪質な海上環境事犯の徹底的な取締りを実施しました。最
近5か年の海上環境関係法令違反送致件数は図4-6-2のとおりで、2019年は749件を送致しています。

	 図4-6-2	 海上環境関係法令違反送致件数の推移
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第4章 水環境、 土壌環境、 地盤環境、 
海洋環境、 大気環境の保全に関する取組

	 第1節	 健全な水循環の維持・回復

健全な水循環の維持又は回復に当たっては、河川の流入先の沿岸域も含め流域全体を総合的に捉え、
それぞれの地域に応じて、各主体がより一層の連携を図りつつ、次のような流域に共通する取組を進め
るとともに、地域の特性に応じた課題を取り込みつつ、取組を展開していきます。

θ	1	 流域における取組

流域全体を総合的に捉え、効率的かつ持続的な水利用等を今後とも推進していくため、水の再利用等
による効率的利用、水利用の合理化、雨水の利用等を進めるとともに、必要に応じて、未活用水の有効
活用、環境用水の導入、ダムの弾力的管理を図り、水質や水生生物等の保全等の観点から、流量変動も
考慮しつつ、流量確保のための様々な施策を行います。

流域全体を通じて、貯留浸透・涵
かん

養能力の維持・向上を図り、湧水の保全・復活に取り組むほか、降
雨時等も含め、地下水を含む流域全体の水循環や栄養塩類等の物質循環の把握を進め、地域の特性を踏
まえた適切な管理方策の検討を行います。その際、地下水については、共有資源としての性格にも留意
し、地下水流域の観点に立って検討を行います。さらに、流水は、土砂の移動にも役割を果たしている
ことから、流域の源頭部から海岸までの総合的な土砂管理の観点から、関係機関と連携し、土砂移動の
調査研究や下流への土砂還元対策に取り組みます。

より一層の生物多様性の確保を図るため、水辺地を含む流域の生態系を視野に入れた水辺地の保全・
再生に取り組み、多様な水生生物の種や個体群等の保全を図ります。

気温の上昇や短時間強雨の頻度の増加等の気候変動により、水温上昇、水質や生態系の変化等の水環
境への影響が予想されることから、これらの観測・監視や影響評価等の調査研究により知見を蓄積し、
適応策について検討を行います。

地震等災害時等においても、国民生活上最低限求められる水循環を確保できるよう、災害に強くエネ
ルギー効率の高い適切な規模の水処理システムや水利用システムの構築や災害時の水環境管理の方策の
確立など様々な施策を推進します。

これらの施策を推進していくためにも、水環境に精通した人材育成が欠かせないことから、国立研究
開発法人国立環境研究所の政策支援機能や地方の研究機関、大学等との連携・調整機能の強化を図りま
す。また、水域の物質循環機構、生物多様性や生息・再生産機構の解明、モニタリングデータの解析・
評価など良好な水環境の形成に資する調査研究や科学技術の進歩を活かした技術開発を推進します。

θ	2	 森林、農村等における取組

森林は水源涵
かん

養機能、生物多様性保全機能など水環境の保全に資する多様な公益的機能を有してお
り、それらの機能の維持、向上のため、水源地対策の一環として、保安林等の法制度の活用や治山施設
の整備により、森林の保全を推進します。また、流域全体を通じて森林所有者等による森林の適正な整
備を推進するとともに、水源涵

かん
養機能等の発揮を図るための適正な整備を必要とするものについては、
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公的主体による森林の整備を推進します。さらに、渓畔林など水辺森林の保全・管理に際して水環境の
保全により一層配慮するとともに、森林の公益的機能に着目した基金を地域の特性を踏まえて活用する
ことやボランティア活動など流域の住民や事業者が参加した森林の保全・整備の取組を推進します。な
お、森林整備に当たっては、地域の特性に応じた伐期の多様化や複層状態の森林の整備など、多様な森
林整備を通じて保水能力の高い森林の育成に努めます。

農村・都市郊外部においては、川の流れの保全や回復、流域の貯留浸透・涵
かん

養能力の保全・向上、面
源からの負荷削減のため、里地里山の保全、緑地の保全、緑化、適正な施肥の実施、家畜排せつ物の適
正な管理を推進します。水源涵

かん
養機能等の農業の多面的機能は、農業の持続的な営みを通じて発揮され

ることから、水田や畑地の保全を推進し、耕作放棄地の発生を防止します。また、地域住民を含め多様
な主体の参画を得て、水田や水路、ため池など農地周りの水環境の保全活動を進めるとともに、環境と
の調和に配慮しつつ基盤整備を推進します。

θ	3	 水環境に親しむ基盤づくり

都市部においては、水循環の変化による問題が現れやすく、河川流量の減少、親水性の低下、ヒート
アイランド現象等が依然として問題となっており、貯留浸透・涵

かん
養機能の回復など、可能な限り自然の

水循環の恩恵を増加させる方向で関連施策の展開を図る必要があることから、地下水涵
かん

養機能の増進や
都市における貴重な貯留・涵

かん
養能力を持つ空間である緑地の保全と緑化を推進するとともに、都市内の

水路等の創出・保全を図ります。
地下水涵

かん
養に資する雨水浸透施設の整備、流出抑制型下水道の整備、透水性舗装の促進等を進めま

す。さらに、雨水や下水再生水の利用を進めるとともに、貯水池の弾力的な運用や下水の高度処理水等
の河川還元等による流量の確保等の取組を進めます。河川整備に際しては、多自然川づくりを基本とし
て自然に配慮することなどにより水辺の自然環境を改善し、生物の良好な生息・生育・繁殖環境の保
全・創出に努めます。このほか、親水性の向上、ヒートアイランド対策等への活用が有効な地域では、
都市内河川、下水の高度処理水等の利用や地中熱、下水熱の利用を環境影響に配慮しつつ進めます。

	 第2節	 水環境の保全

θ	1	 環境基準の設定、排水管理の実施等

水質汚濁に係る環境基準については、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引
き続き行い、必要な見直し等を実施します。また、国が類型指定を行う水域について、2016年3月に
生活環境項目環境基準に設定された底層溶存酸素量に関する情報を収集し、類型指定を進めるととも
に、改善対策の推進を図ります。

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）に基づき、国及び地方公共団体は、公共用水域及び地下
水の水質について、放射性物質を含め、引き続き常時監視を行います。また、要監視項目についても、
地域の実情に応じて水質測定を行います。

工場・事業場については適切な排水規制を行うとともに、水質汚濁に係る環境基準の見直し等の状況
に応じ必要な対策等の検討を進めます。また、各業種の排水実態等を適切に把握しつつ、特に経過措置
として一部の業種に対して期限付きで設定されている暫定排水基準については、随時必要な見直しを行
います。
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θ	2	 湖沼

湖沼については、湖沼水質保全特別措置法（昭和59年法律第61号）に基づく湖沼水質保全計画が策
定されている11の指定湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道及び浄化槽の整
備、その他の事業を総合的に推進します。

浄化の機能及び生物多様性の保全及び回復の観点から、湖辺域の植生や水生生物の保全など、湖辺環
境の保全を図ります。

琵琶湖の保全及び再生に関する法律（平成27年法律第75号）に基づき主務大臣が定めた「琵琶湖の
保全及び再生に関する基本方針」及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏ま
え、関係機関と連携して各種施策を推進します。

θ	3	 閉鎖性海域

閉鎖性海域については、流域からの負荷削減の取組が進んでいるものの、底質環境の悪化や内部生産
の影響により貧酸素水塊が発生するなど依然として問題が生じています。このため、引き続き必要な負
荷削減に取り組むとともに、浄化機能及び生物多様性の確保の観点から、自然海岸、干潟、藻場等につ
いて、適切な保全を図り、干潟・海浜、藻場等の再生、覆砂等による底質環境の改善、貧酸素水塊が発
生する原因の一つである深堀跡について埋戻し等の対策、失われた生態系の機能を補完する環境配慮型
構造物等の導入など健全な生態系の保全・再生・創出に向けた取組を推進します。その際、「里海」づ
くりの考え方を取り入れつつ、流域全体を視野に入れて、官民で連携した総合的施策を推進します。ま
た、漂流ごみや流出油の円滑な回収・処理に努めます。

瀬戸内海については、2020年3月の中央環境審議会答申「瀬戸内海における今後の環境保全の方策
の在り方について」を踏まえ、湾・灘ごと、季節ごとの地域の実情に応じた施策の検討・実施を図りま
す。また、有明海及び八代海等については、再生に係る評価及び基本方針に基づく再生のための施策を
推進します。

θ	4	 汚水処理施設の整備

水質環境基準等の達成、維持を図るため、工場・事業場排水、生活排水、市街地・農地等の非特定汚
染源からの排水等の発生形態に応じ、水質汚濁防止法等に基づく排水規制、水質総量削減、農薬取締法

（昭和23年法律第82号）に基づく農薬の規制、下水道、農業集落排水施設及び浄化槽等の生活排水処
理施設の整備等の汚濁負荷対策を推進します。

関係機関が連携して水環境の保全を進めるとの考えの下、生活排水処理を進めるに当たっては、人口
減少など社会構造の変化等を踏まえつつ、地域の実情に応じて、より効率的な汚水処理施設の整備や既
存施設の計画的な更新や再構築を進めるとともに、河川水を取水、利用した後の排水については、地域
の特性に応じて見直しを含めた取排水系統の検討を行います。

今般、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換と浄化槽の管理の向上について、議員立法により浄
化槽法の一部を改正する法律（令和元年法律第40号。以下「改正浄化槽法」という。）が、2019年6
月に成立・公布され、2020年4月に施行されました。

改正浄化槽法において、緊急性の高い単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換に関する措置、浄化
槽処理促進区域の指定、公共浄化槽の設置に関する手続き、浄化槽の使用の休止手続き、浄化槽台帳の
整備の義務付け、協議会の設置、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保、環境大臣の責務に関する仕
組みが新たに創設されており、これらの取組を進めることで単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換
を進めるとともに浄化槽の管理の向上を推進します。
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θ	5	 地下水

地下水の水質については、水質汚濁防止法に基づく有害物質の地下浸透規制や、有害物質を貯蔵する
施設の構造等に関する基準の遵守及び定期点検等により、地下水汚染の未然防止の取組を進めます。ま
た、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策について、地域における取組支援の事例等を地
方公共団体に提供するなど、負荷低減対策の促進方策に関する検討を進めます。

	 第3節	 アジアにおける水環境保全の推進

アジアにおける水環境の改善を図るため、2017年7月に策定した「環境インフラ海外展開基本戦略」
の下で、アジア諸国の行政官のネットワークにおいて、水環境管理に携わる関係者間の協力体制を構築
し、情報収集・普及や人材育成・能力構築等を通じた水環境ガバナンスを強化します。また、我が国の
民間企業が持つ排水処理技術の実現可能性調査や現地実証試験等のモデル事業を通じたアジア諸国への
水処理技術等の海外展開を支援します。

	 第4節	 土壌環境の保全

θ	1	 市街地等の土壌汚染対策

土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進し、人の健康への影響を防止するため、2017年5月に公
布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律（平成29年法律第33号）による改正後の土壌汚染対策
法に基づき、土壌汚染の適切な調査や対策を推進します。また、ダイオキシン類による土壌汚染につい
ては、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）に基づき、早急かつ的確な対策が実
施されるよう必要な支援に努めます。

θ	2	 農用地の土壌汚染対策

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和45年法律第139号）に基づき、特定有害物質及びそ
の他物質に関する知見の充実に努めます。また、農村地域防災減災事業（公害防除特別土地改良事業）
等による客土等の土壌汚染対策の取組を進めます。

	 第5節	 地盤環境の保全

地盤沈下等の地下水位の低下による障害を防ぐため、地下水採取の抑制のための施策を推進するとと
もに、関係省庁との連携を一層強化し、流域全体を通じて、地盤環境保全上健全な水循環の確保に向け
た取組を推進します。また、地盤環境に配慮した地中熱利用の普及促進のため、持続可能な地下水の保
全と利用を推進するための方策について検討を行います。

354

第

4
章

令和2年度 >> 第4章　水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組 

R2_環境白書_3_講じよう-04章.indd   354 2020/05/01   18:52:01



	 第6節	 海洋環境の保全

θ	1	 海洋ごみ対策

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海
岸漂着物等の処理等の推進に関する法律（平成21年法律第82号）及び同法に基づく基本方針、海洋プ
ラスチックごみ対策アクションプラン（2019年5月31日）、その他関係法令等に基づき、マイクロプ
ラスチックを含む海洋ごみの分布状況や生態系への影響等に関する調査研究、地方公共団体等が行う海
洋ごみの回収処理・発生抑制対策への財政支援、使い捨てプラスチック容器包装等のリデュース、使用
後の分別意識向上、リサイクル、不法投棄防止を含めた適正な処分の確保等について、普及啓発を含め
て総合的に推進します。また、海洋中のマイクロプラスチックの供給源の一つと考えられる河川水中の
マイクロプラスチックについても実態を把握するための調査に取り組みます。

海洋環境整備船を活用した漂流ごみ回収の取組を実施します。また、外国由来の海洋ごみへの対応も
含めた国際連携として、多国間の枠組みや二国間協力を通じて、マイクロプラスチックのモニタリング
手法の調和や、関係国の施策等に関する情報交換、調査研究等に関する協力を進めます。

船舶起源の海洋プラスチックごみの削減に向けて、実態の把握や指導・啓発活動に取り組むととも
に、国際海事機関（IMO）等における議論に積極的に参画していきます。

θ	2	 海洋汚染の防止等

ロンドン条約1996年議定書を国内担保する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45
年法律第136号）に基づき、廃棄物の海洋投入処分及びCO2の海底下廃棄等に係る許可制度の適切な
運用等を着実に実施するとともに、船舶バラスト水規制管理条約及び海洋汚染防止条約（MARPOL条
約）等に基づくバラスト水処理装置等の審査や未査定液体物質の査定、油濁事故対策協力条約（OPRC
条約）等に基づく排出油等の防除体制の整備等を適切に実施します。また、船舶事故等で発生する流出
油による海洋汚染の拡散防止等を図るため、関係機関と連携し、大型 浚

しゅん
渫
せつ

兼油回収船を活用するなど、
流出油の回収を実施します。さらに、我が国周辺海域における海洋環境データ及び科学的知見の集積、
北西太平洋地域海行動計画（NOWPAP）等への参画等を通じた国際的な連携・協力体制の構築等を
推進します。

θ	3	 生物多様性の確保等

海洋保護区の設定に関しては、第2章第3節を参照。
サンゴ礁については「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020」及び「サンゴ大規模白化現象に関

する緊急宣言」に基づき、サンゴ礁生態系の回復のための適応策やモニタリングを推進します。また、
「サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020」の最終評価を踏まえ、次期行動計画を策定します。サンゴ
礁の保全の国際的取組については、第2章第6節8を参照。

θ	4	 沿岸域の総合的管理

森・里・川・海のつながりや自然災害への対応、流域全体の水循環等を意識した沿岸域の総合的管理
を推進するため、総合的な土砂管理、防護・環境・利用が調和した海岸空間の保全、生態系を活用した
防災・減災を推進します。閉鎖性海域に関して、環境負荷の適正管理や保全・再生に向けた施策を実施
するとともに、「きれいで豊かな海」の確保に向け、水質・海水温・生物生息場の変化等と水産資源等
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の関係性に関する調査研究を行い、科学的知見を踏まえた対策の在り方に関する検討等を実施します。

θ	5	 気候変動・海洋酸性化への対応

海水温上昇や海洋酸性化等の海洋環境変動の実態とそれらによる海洋生態系に対する影響を的確に把
握するため、海洋における観測・監視の継続的な実施とともに、観測データの充実・精緻

ち
化や効率的な

観測等のための取組を行います。また、気候変動及びその影響の予測・評価に関する取組を進めるとと
もに、海洋における適応策に関する各種取組を実施します。

θ	6	 海洋の開発・利用と環境の保全との調和

洋上風力発電、二酸化炭素回収・貯留（CCS）、海洋資源開発など海洋の開発・利用において、環境
保全と開発・利用を両立させ、環境への影響の評価を適切に行う観点から、今後の沖合域や深海域にお
ける海洋の開発・利用に関して、国内外での取組状況や国際的な議論も考慮しつつ、環境への影響評価
上必要となるデータを収集するとともに、環境への影響評価の在り方に関する検討を行います。洋上風
力発電について、「環境アセスメントデータベース“EADAS（イーダス）”」及び風力発電に係るゾー
ニング実証事業成果等の活用により、海洋環境の保全との調和に配慮した洋上風力発電の導入促進に取
り組みます。

θ	7	 海洋環境に関するモニタリング・調査研究の推進

海洋環境や海洋生態系の状況を的確に把握するため、我が国領海及び排他的経済水域における海洋環
境モニタリング（観測・監視）を継続的に実施します。

	 第7節	 大気環境の保全

θ	1	 窒素酸化物・光化学オキシダント・PM2.5等に係る対策

大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）に基づく固定発生源対策及び移動発生源対策等を引き続き
適切に実施するとともに、光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因となり得る窒素酸化物、揮発性
有機化合物（VOC）について、排出実態や科学的知見、排出抑制技術（対策効果の定量的予測・評価
を可能とするシミュレーションの高度化を含む。）の開発・普及の状況等を踏まえて、経済的及び技術
的考慮を払いつつ、対策を進めます。また、PM2.5、光化学オキシダントについては、今後の対策に向
けた令和2年度までの3年間の検討・実施スケジュールに基づき、集積した知見を踏まえ、高濃度地域
に着目しつつ、より効果的な排出抑制策の検討を進めます。

（1）ばい煙に係る固定発生源対策
大気汚染防止法に基づく排出規制の状況、科学的知見や排出抑制技術の開発・普及の状況等を踏まえ

て、経済的及び技術的考慮を払いつつ、追加的な排出抑制策の可能性を検討します。

（2）移動発生源対策
自動車排出ガス規制（オフロード特殊自動車も含む。）及び自動車から排出される窒素酸化物及び粒

子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）に基づく車種
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基準 目標 達成

年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 年度

- 74.5 91.5 89.3 86.1 集計中 100

－ － － － －

基準 目標 達成

年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 年度

- 83.3 100 100 100 100 100

－ － － － －

施策の分析

令和２年8月

次期目標等への
反映の方向性

○

目標達成度合いの
測定結果

（各行政機関共通区分） 相当程度進展あり

（判断根拠）

学識経験を有する者の
知見の活用

中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において、平成29年５月に公布された土壌汚染対策法の改正に
伴う政省令事項を中心に議論が行われ、平成30年4月に中央環境審議会より「今後の土壌汚染対策の在り方につ
いて（第二次答申）」が答申されたところ。第二次答申を踏まえ、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政
令等を平成30年９月に、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等を平成31年１月に公布し、同年４月
に施行された。

政策評価を行う過程に
おいて使用した資料そ
の他の情報

各年度　土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果（環境省）
各年度　土壌汚染調査・対策手法検討調査業務（環境省）
各年度　ダイオキシン類対策特別措置法施行状況（環境省）
平成30年度　汚染土壌の処理等に関する検討調査業務（環境省）
平成30年度　生活環境等の保全に係るリスク管理検討調査業務（環境省）

○施行状況調査の結果、土壌汚染対策法の適切な運用により、要措置区域にお
ける指示措置の実施率は約86％(平成29年度末）となっている。
　なお、指示措置の実施率の算出に用いる指示措置実施区域数については、平
成27年度から、「措置を実施中の区域数」を追加している。
○ダイオキシン類土壌汚染対策地域（以下「対策地域」という。）として指定
された６地域全てにおいて、対策計画に基づく対策が完了しており、達成率は
100％となった。

○市街地土壌汚染対策については、土壌汚染対策法が適切に運用され、土壌汚染が把握されるととも
に、措置が行われていることから、引き続き土壌汚染対策を確実に実施していくことが重要である。なお、土
壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成29年５月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公
布され、平成31年4月1日に施行されたところ。
○ダイオキシン類土壌汚染対策については、国民の健康保護のため、都道府県が指定するダイオキシン類対策
地域での対策が確実に行われるよう、支援が必要である。
○生活環境等の保全に係るリスク管理については、土壌汚染対策での生活環境、生態系への影響を把握し、必
要な対応を講ずる必要がある。

○市街地土壌汚染対策については、土壌汚染対策法に基づき、引き続き環境リスクの適切な管理を確保を推進
する。
○ダイオキシン類土壌汚染対策については、引き続き都道府県が指定するダイオキシン類対策地域において対
策事業を実施する。
○生活環境等の保全に係るリスク管理については、引き続き土壌汚染対策法の目的の対象となっていない生活
環境、農作物を含めた植物、生態系の保全について、実態把握を進め、土壌汚染対策での対応について検討を
進める。

ダイオキシン類土壌汚染対
策地域の対策完了率（％）

年度ごとの目標

担当部局名 土壌環境課 作成責任者名
（※記入は任意）

評
価
結
果

実績値

測定指標 年度ごとの目標

堀上　勝
（土壌環境課長） 政策評価実施時期

土対法第6条に規定する要措置
区域における指示措置の実施

率（％）
（成果実績＝指示措置実施区

域数／要措置区域数）

実績値

×

0 0 0

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

第五次環境基本計画（平成30年4月17日閣議決定）

繰越し等（c） 0 0 0

合計（a＋b＋c） 288 291 314

267 266 286執行額（百万円）

達成すべき目標 土壌汚染による環境リスクを適切に管理し、土壌環境を保全する。

施策の予算額・執行額
等

区分 28年度 29年度 30年度 31年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a） 288 291 314 315

補正予算（b） 0

平成30年度実施施策に係る政策評価書
（環境省３０－⑩）　　

施策名 目標３－４　土壌環境の保全

施策の概要

○市街地等土壌汚染対策については、土壌汚染による人の健康被害の防止のために、土壌汚染対策法に基づ
き、環境リスクの適切な管理を確保する。
○ダイオキシン類については、ダイオキシン類土壌汚染対策地域において対策事業を実施する。
○土壌汚染対策法の目的の対象となっていない生活環境、農作物を含めた植物、生態系の保全について、実態
把握を進め、土壌汚染対策での対応について検討する。

別紙２



基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 年度

- 119 116 112 103 － －

176以下 176以下 176以下 176以下 176以下

基準 目標 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 年度

大気 100 100 100 100 - 100
公共用水域

（水質） 98.6 98.5 98.6 98.5 - 100
公共用水域

（底質） 99.8 99.8 99.6 99.7 - 100

地下水質 100 100 99.6 100 - 100

土壌 100 100 100 100 - 100

- - - - -

基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 32年度

- 386 413 477 509 539 590

359 436 466 507 539

施策の分析

達成すべき目標
ダイオキシン類について、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための
計画に基づき、全ての地点で環境基準を達成する。
水産基準が未設定の農薬について、平成32年度までに全ての基準を設定する。

施策の予算額・執行額
等

区分 28年度

補正予算（b） 0

158 147 147 162

29年度 30年度 31年度

予算の
状況

（百万
円）

当初予算（a）

平成３０年度実施施策に係る政策評価書
（環境省３０－⑪）

施策名 目標３－５　ダイオキシン類・農薬対策

施策の概要
ダイオキシン類について、排出総量を削減し、環境基準の達成率をできる限り100%に近づける。また、農薬
について農薬の使用に伴い水産動植物に著しい被害が生じることのないよう魚類等の毒性試験に基づき速や
かに水産動植物の被害防止に係る農薬登録基準（水産基準）を設定する。

0 0 0

繰越し等（c） 0 0 0

147 147

147 142 148執行額（百万円）

平成30年８月

学識経験を有する者の
知見の活用

○学識経験者を委員とする水産動植物登録基準設定検討会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会を
開催し、審議を行った（平成30年度）。

政策評価を行う過程において使
用した資料その他の情報

各年度　ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）
各年度　ダイオキシン類に係る環境調査結果

担当部局名
ダイオキシン対策
室
農薬環境管理室

作成責任者名
（※記入は任意）

神谷　洋一（ダイオ
キシン対策室長）
浜谷 直史（農薬環境
管理室長）

政策評価実施時期

○ダイオキシン類総排出量は目標を達成するとともに、減少の一途を辿っている。引き続きモニタリングを実施する必
要がある。
○ダイオキシン類の事業分野別排出量は、ほぼ目標達成に至っているが、引き続き目標達成に向けた取組が必要であ
る。
○水産動植物の被害防止に係る農薬対策については、目標達成に向けて着実に進んでいるが、引き続き目標達成に向け
た取組が必要である。

（判断根拠）

合計（a＋b＋c） 158

評
価
結
果

相当程度進展あり（各行政機関共通区分）

施策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主
なもの）

第五次環境基本計画（平成30年4月17日閣議決定）

測定指標

次期目標等への
反映の方向性

実績値

○

△

３　水産動植物の被害防止に
係る登録保留基準の設定及び
設定不要と評価した農薬数

（累計）
○

実績値

年度ごとの目標

施策の進捗状況（実績）

１　ダイオキシン類排出
総量（g-TEQ/年）

年度ごとの目標値

２　ダイオキシン類に係
る環境基準達成率（％）

○平成29年度のダイオキシン類排出量は、総量及び事業分野別排出量とも、当面の間の
目標量を下回っており、削減目標の達成が確認された。また、平成29年度の全国の環境
調査結果では、大気・土壌・地下水質は100%、その他も概ね環境基準を達成している。
○水産基準について、平成30年度の目標値を達成できている。

目標達成度合いの
測定結果

○引き続き、農薬取締法に基づく水産基準の迅速かつ的確な設定を推進する。
○改善した環境を悪化させないことを原則に、可能な限り排出量を削減する努力を継続する。

別紙２


